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埼玉県●危機管理防災部長の他部長に対する指揮監督権限

埼玉県行政組織規則抜粋
第百八十八条 次の表の上欄に掲げる本庁の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、

その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

２ 前項の規定にかかわらず、危機管理防災部長にあっては、危機が生じた場合又は発生する
おそれがある場合において、知事の命を受け、危機に対処する事務を掌理するとともに、
知事が指定する事務に限り、部長その他の職員を指揮監督する。

危機対策会議

議 長…知事
副議長…副知事、

危機管理防災部長
委 員…出納長、知事室長、

総合政策部長、
総務部長、報道長、
その他関係部局長

災害対策本部

本部長 …知事
副本部長…副知事、

危機管理防災部長
本部員 …出納長、出納局長、

公営企業管理者、
病院事業管理者、
各部長、
知事室長、
教育長、～

国民保護対策本部

本部長 …知事
副本部長…副知事、

危機管理防災部長
本部員 …出納長、

公営企業管理者、
病院事業管理者、
教育長、知事室長、
各部長、
出納局長～、

危機対策本部

本部長 …知事
副本部長…副知事、

危機管理防災部長
本部員 …出納長、

公営企業管理者、
病院事業管理者、
教育長、
警察本部長、
知事室長、各部長、
報道長

※緊急対処事態対策本部も同じ ２

組織 職 職務

部 部長 上司の命を受け、部の事務を掌理し、その事務
を処理するため、所属の職員を指揮監督する。



埼玉県●危機管理に関する研修（１）

危機管理能力強化研修
職員の意識改革の一環として、すべての職員が危機発生時に迅速かつ的確に対応

できるよう、危機管理能力強化研修を実施する。平成１７年度から３年間で県職員
全員（知事部局）が受講する。

平成１７年度＝２，２７５名修了
平成１８年度＝３，０５１名修了
平成１９年度＝２，５００名修了予定

講義（３時間）

１ 危機対応について
２ 災害対応について
３ 危機対処演習

実技（３時間）

１ 救命法とは
２ 心肺蘇生法の流れ
３ ＡＥＤの使用方法

講義と実技の組み合わせで
６時間のカリキュラム

３



埼玉県●危機管理に関する研修（２）

県・市町村危機管理リーダー養成研修
県及び市町村の危機管理担当職員を対象として、危機発生時に、危機管理責任者

として適切な対応がとれるよう、リーダー養成と県・市町村の連携強化を図ること
を目的として、実践面を重視した研修を実施する。

県職員………各部局調整幹（課長級）、危機管理防災部兼務職員、

地域創造センター所長
市町村職員…危機管理・防災主管課長

１
日
目

２
日
目

基調講演
「新潟県中越地震の教訓」

講師：長島忠美氏
（衆議院議員・旧山古志村村長）

危機管理概論

講師：幸田雅治氏
（消防庁総務課長）

危機広報
（クライシス・コミュニケーション）

講師：埼玉県報道長ほか

講義
「対策本部活動について」
講師：埼玉県危機対策幹

演習
「災害を想定した図上訓練」
講師：埼玉県危機対策幹

平成１８年度のカリキュラム

４



埼玉県●危機管理・防災予備員制度

危機管理・防災予備員制度とは
大地震発生時等の非常時に備え、緊急時の要員として他部局に異動した職員や退

職した職員を登録し、危機発生時において、危機管理体制に組み込むシステム。

発令日から遡って５年以内に、
①危機管理防災部の副部長級以上で在籍した職員
②危機管理課・消防防災課に在籍した職員

兼務職員（現役職員） 危機管理・防災アドバイザー（退職した職員）

対象者

職 務 重大な危機が発生した場合に、危機対処業務に従事
する。

身 分 兼職又は併任（他任命権者の場合）

発令の日から遡って５年以内に、
危機管理防災部に在籍した元職員

県の危機対処活動ついて助言又は支援に係る事務処理
を行う。

非常勤職員。職名は「危機管理・防災アドバイザー」

位置づけ

危機管理防災部長

危機管理課長 消防防災課長

補 佐

補 佐

補 佐

副部長

候補者 ４７人（平成１８年度） ５人（平成１８年度）

助言等

助言等

助言等

危機管理・防災アドバイザー助言等

危機管理課長 消防防災課長

危機管理防災部長

副部長

危機管理・防災アドバイザー

危機管理・防災アドバイザー

危機管理・防災アドバイザー参 事

参 事

副参事

主幹主幹 主査 副課長

５



埼玉県●他部局の職員を兼務発令

兼務発令
危機管理や防災の実質的責任者である関係課長を部付きの副参事として兼務発令

するとともに、関係課の副課長等を兼務発令し、平常時から合同で訓練や実践的対
策の検討などを行うことにより、危機発生時に速やかに危機に対応できる体制の構
築と実務の指揮者の養成を図る。

（１）平常時から危機管理や防災に関する情報の共有化を図る。
（２）定期的に関係各課合同の危機対処訓練等を実施し、実務上の指揮者としての

資質を養う。
（３）危機管理や防災に関する戦略や実践的対策の検討を行う。

危機管理防災部

ＩＴ企画課

社会福祉課

長寿社会政策課

障害者福祉課

医療整備課

国際課

感染症対策室

金融課 森づくり課 農産物安全課

畜産安全課

県土づくり企画室

道路環境課

河川砂防課

建築指導課

会計管理課

６



埼玉県●兼務発令一覧

所属部名 部付き副参事 危機管理課付き主幹等 消防防災課付き主幹等 主な担当業務

1 総合政策部 国際課長 総合調整等担当副課長 海外での県民が関わるテロ、事故等対策

2 総務部 ＩＴ企画課長 企画等担当副課長 企画等担当副課長 災害時等の情報システムの整備

3 福祉部 社会福祉課長 社会福祉担当副課長 社会福祉担当副課長 災害時等のボランティア対策

4 福祉部 長寿社会政策課長 長寿社会政策担当副課長 長寿社会政策担当副課長
災害時要援護者対策
高齢者の救援・避難対策

5 福祉部 障害者福祉課長 総務等担当副課長 総務等担当副課長
災害時要援護者対策
障害者の救援・避難対策

6 保健医療部 感染症対策室長 企画・調整担当主幹
ＳＡＲＳなどの感染症の予防及び感染症対策、
生物兵器テロ対策

7 保健医療部 医療整備課長 医療整備担当主幹 医療整備担当主幹 危機発生時の医療体制の整備

8 産業労働部 金融課長 企画担当主幹 金融機関の破綻対策

9 農林部 森づくり課長 治山等担当主幹 森林保全、地すべり防止

10 農林部 農産物安全課長 ＪＡＳ法等担当主幹 ＪＡＳ法等担当主幹
災害時等の食糧の備蓄
O１５７対策

11 農林部 畜産安全課長 家畜防疫等担当主幹
高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病
の予防及びまん延の防止

12 県土整備部 県土づくり企画室長 企画等担当副室長 企画等担当副室長
災害等に強い県土づくりの総合的企画及び調
整

13 県土整備部 道路環境課長 防災等担当主幹 防災等担当主幹
道路の崩落防止などの道路災害対策、避難経
路候補路等の選定

14 県土整備部 河川砂防課長 防災等担当副課長 防災等担当副課長 水防、土砂災害対策、ダム等の安全確保対策

15 都市整備部 建築指導課長
震災対策・福祉のまちづくり
担当副課長

建築物の耐震対策

16 出納局 会計管理課長
決算、公金管理・出納担当
副課長

金融機関の破綻対策

７



埼玉県●埼玉県における危機管理体制強化の流れ

８

年度 月 内容 年度 月 内容

H7
職員による当直体制の開始（地震対応のみ）
幹部職員の公舎入居

4月
埼玉県行政組織規則の改正（危機管理防災部長
の指揮監督権限明記）

H8 秩父防災基地の供用開始 4月 危機管理防災部の発足

H9 震度情報ネットワークシステムの整備 4月 他部局職員を兼務発令

中央防災基地の供用開始 4月 防衛庁０Ｂの採用（危機対策幹）

防災情報システムの整備 10月 危機管理・防災予備員制度の実施

7月 熊谷防災基地の供用開始 1月 「国民保護に関する埼玉県計画」の策定

12月 国民保護法制準備室長の設置 1月 市町村国民保護モデル計画の作成

4月
危機管理課の設置（国民保護法制準備室長を改
組）

3月 埼玉県危機管理・防災戦略の策定

10月 埼玉県危機管理指針の策定 6月 防災ヘリコプター「新あらかわ１号」就航

10月 知事をトップとする２段階の対処組織の整備 7月
埼玉県特別機動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）の発
足

11月 当直機能の強化（あらゆる危機情報に対応） 7月 県災害派遣医療チーム「埼玉ＤＭＡＴ」の発足

H18

H16

H15

H12 H17

H15
以前
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海外での大きな
事故・事件発生！

・庁内での県民等の安否
情報の取りまとめ

国際課

・JICAの関係で派遣されて
いる職員の把握

・ＡＬＴ，国際交流員の把握
・外務省邦人保護課からの情報

収集

教育委員会

・日本人学校への赴任者の
把握（教職員課）

・修学旅行等の把握（学校教育課）

私学文化課

・修学旅行等の把握

流通課

・県内企業の東南アジア方面
の現地工場の把握

各 本 部 等

職員課及び教職員課を通じて、
県職員・教職員の把握

佐賀県知事

報 道 機 関

危機管理・広報課

報告

【庁内での対応】

情報提供

報告

報告

報告

報告
報告

観光課

・旅行代理店を通じての県民
の旅行者の把握

報告
新産業課

・県内への進出企業の現地工場
の把握

報告



Ｈ１７．３．２０（日）
ＡＭ１０：５３

福岡西方沖地震 発生

福岡震度６弱
佐賀震度６弱

福岡の映像多数
佐賀の映像なし

佐賀は大丈夫か？
大きな被害なし

安心！
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地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備に関する検討会 
 

平成 18 年度報告書（中間報告書）スケルトン（案） 
 

 

 

１．はじめに 

 

２．検討会の検討対象範囲等について 
• 検討の対象とする事案の範囲 

• 検討の進め方（機能論→体制整備方策論[４項目]） 

 

３．危機管理事案への対処事例の調査・分析 
①高病原性鳥インフルエンザ（京都府） 

②重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）（京都府） 

③ＪＲ福知山線脱線事故（兵庫県） 

④シティハイツ竹芝エレベータ事故（港区） 

⑤新潟県中越大震災（新潟県） 

⑥新潟県豪雨災害（新潟県） 

 

４．「地方公共団体における総合的な危機管理体制についての調査」について 
• 調査の概要 

• 調査票 

• 調査結果 

 

５．先行的取組団体の取組の概要 
• 第５回検討会で聴取する団体の取組内容（埼玉県、佐賀県） 

• 現地調査の結果概要（秋田県、京都市） 

 

６．来年度の検討会における議論の方向性 

 

７．参考資料 
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